
nformationi   informatio n

市
内
一
斉
清
掃

　

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進

　
　
　
　

委
員
の
紹
介

相　

談

司
法
書
士
に
よ
る

　
　

「
成
年
後
見
」
相
談

年　

金

環　

境

交
通
安
全

退
職(

失
業)

に
よ
る

　
　
　
　

特
例
免
除
制
度

■
保
険
料
の
一
部
納
付
に

　

免
除
期
間
の
年
金
額
は
、
保
険

料
が
納
付
さ
れ
た
場
合
と
比
較

し
て
３
分
の
１
と
な
り
ま
す
。（
平

成
21
年
度
分
か
ら
２
分
の
１
に

引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
う
法
律
案

が
現
在
国
会
に
提
出
中
。）

■
万
が
一
の
際
に
も
確
か
な
保
障

　

病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ

た
と
き
の
障
害
年
金
や
、
一
家
の

働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
の

遺
族
年
金
な
ど
、
免
除
承
認
期
間

に
つ
い
て
は
支
給
対
象
の
期
間

と
さ
れ
ま
す
。

■
本
人
所
得
を
免
除
し
て
審
査

　

特
例
免
除
と
は
、
通
常
で
あ
れ

ば
審
査
の
対
象
と
な
る
本
人
の

所
得
を
免
除
し
て
審
査
を
行
い

ま
す
。（
配
偶
者
、
世
帯
主
に
一
定

以
上
の
所
得
が
あ
る
と
き
は
、
免

除
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。）

■
手
続
き

　

特
例
免
除
は
、
申
請
す
る
年
度

ま
た
は
前
年
度
に
退
職
（
失
業
）

し
た
事
実
が
あ
る
場
合
に
対
象

と
な
り
ま
す
。
申
請
は
、
市
役
所

も
し
く
は
社
会
保
険
事
務
所
で

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
こ
の

特
例
免
除
は
配
偶
者
や
世
帯
主

が
退
職
さ
れ
た
場
合
も
対
象
と

な
り
ま
す
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

・
年
金
手
帳
・
認
め
印
・
失
業
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
書

類
（
雇
用
保
険
受
給
者
証
、
離
職

表
等
）※
勤
務
先
の
退
職
証
明
書
で
は

確
認
で
き
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
市
民
保
険
課

　

南
国
社
会
保
険
事
務
所

　

０
８
８-

８
６
４-

１
１
１
１

　　
　
　
　

　

こ
の
委
員
は
、
住
民
に
対
す
る

交
通
安
全
教
育
活
動
や
、
地
域
の

交
通
の
安
全
と
円
滑
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
、
住
民
か
ら
の
相

談
に
応
じ
、
助
言
や
援
助
を
行
う

な
ど
の
目
的
で
、
公
安
委
員
会
か

ら
委
嘱
を
受
け
て
い
る
人
で
す
。

　

現
在
、香
南
警
察
署
管
内
で
は
、

次
の
６
人
が
委
嘱
を
受
け
活
動

し
て
い
ま
す
。

■
委
員（
委
員
名
は
50
音
順
）

　

小
串　

武
士（
吉
川
町
）

　

榮
枝　

俊
一（
夜
須
町
）

　

神
明　

辰
夫（
赤
岡
町
）

　

中
内　

榮
子（
野
市
町
）

　

山
崎　

剛
正（
香
我
美
町
）

　

山
脇　

浩
司（
赤
岡
町
）

任
期
は
、
平
成
21
年
１
月
１
日
か

ら
平
成
22
年
12
月
31
日
ま
で
で
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

■
連
絡
先

　

香
南
警
察
署　

55-

０
１
１
０

　

高
齢
者
ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

岡
﨑
由
美

　
　

　　

市
内
一
斉
清
掃
を

実
施
し
ま
す
。

　

住
民
の
皆
さ
ん
の
多
数
の
参

加
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
実
施
日　

６
月
７
日（
日
）

　
　
　
　
　

午
前
７
時
〜

※
８
時
30
分
か
ら
回
収
し
ま
す
。
地
域
に

よ
っ
て
開
始
時
間
な
ど
が
異
な
り
ま
す
。

地
区
の
役
員
さ
ん
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
小
雨
決
行　

雨
量
に
よ
り
判
断

を
要
す
る
場
合
は
、
午
前
６
時
30

分
に
防
災
無
線
で
周
知
し
ま
す（
野

市
町
を
除
く
）。

※
雨
天
に
よ
り
作
業
が
困
難
な
場
合
は
、

６
月
14
日（
日
）に
順
延
。　
　

■
場
所

地
域
の
道
路
や
広
場
・
河
川
な
ど

■
注
意

▼
カ
ン
や
ビ
ン
な
ど
の
回
収
や
、

各
地
域
の
状
況
に
あ
っ
た
活
動

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
土
砂
・
大
量
の
枝
の
回
収
を
必

要
と
す
る
地
域
は
、
市
役
所
ま
た

は
、
各
支
所
へ
地
域
代
表
者
か
ら

５
月
22
日
（
金
）
ま
で
に
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
一
般
家
庭
や
事
業
所
の
ご
み
は
、
回
収

し
ま
せ
ん
の
で
、
絶
対
に
出
さ
な
い
で
く

だ
さ
い
。 

■
連
絡
・
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
環
境
対
策
課
・
各
支
所

　

高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
人

だ
け
の
世
帯
で
、
市
内
に
家
族
や

親
類
な
ど
が
い
な
い
た
め
粗
大

ご
み
を
各
住
所
地
の
粗
大
ご
み

受
入
施
設
に
持
ち
込
め
な
い
場

合
に
限
り
、
個
別
回
収
を
実
施
し

ま
す
。

　

希
望
す
る
世
帯
主
の
人
は
、
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。（
郵
送
可
）

※
申
請
書
は
回
覧
、ま
た
は
環
境
対
策
課
、

　

各
支
所
に
あ
り
ま
す

■
対
象
世
帯　

高
齢
者
や
障
が

い
の
あ
る
人
の
み
の
世
帯

■
実
施
日　

６
月
７
日（
日
）

　
　
　
　
　

午
前
８
時
30
分
〜

※
雨
天
に
よ
り
作
業
が
困
難
な
場
合
は
、

　

６
月
14
日（
日
）に
順
延

■
申
請
期
限　

５
月
22
日（
金
）

■
処
理
手
数
料

　

千
五
百
円（
一
世
帯
に
つ
き
）

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
環
境
対
策
課
・
各
支
所

■
支
給
日　

６
月
10
日（
水
）

　
　
　
　

﹇
２
月
〜
５
月
分
﹈

※
個
別
に
通
知
は
し
ま
せ
ん
の
で

通
帳
で
入
金
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

粗
大
ご
み
の
個
別
回
収

敬
称
略

※所得額には一定の控除がありますので、詳しくは
　市民保険課へお問い合わせください。

【所得制限限度額】 （単位:万円）

扶養親族
等の数

０人

１人

２人

３人

４人

５人

自営業者（非被用者）

（国民年金加入者）

所得額

460.0

498.0

536.0

574.0

612.0

650.0

サラリーマン（被用者）

（厚生年金等加入者）

所得額

532.0

570.0

608.0

646.0

684.0

722.0

ひ
と
り
親
家
庭
の

    

医
療
費
助
成
制
度

　

児
童
手
当
は
、
小
学
校
６
年
生

ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る

人
に
手
当
を
支
給
し
、
家
庭
に
お

け
る
生
活
の
安
定
と
児
童
の
健

全
な
育
成
に
役
立
て
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
制
度
で
す
。

■
対
象
者 

12
歳
到
達
後
、最
初

の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る

児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

■
申
請（
認
定
請
求
）

　

出
生
、
転
入
な
ど
で
新
た
に
受

給
資
格
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
市

役
所
の
窓
口
に
申
請（
認
定
請
求
）

が
必
要
で
す
。

■
所
得
制
限
限
度
額

　

毎
年
６
月
に
所
得
の
審
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
所
得
制

限
に
よ
り
却
下
と
な
っ
た
方
で
も
、

新
年
度
の
所
得
額
に
よ
っ
て
は

認
定
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
場

合
は
、
５
月
中
に
認
定
請
求
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
６
月
以
降

に
認
定
請
求
さ
れ
ま
す
と
、
申
請

日
の
翌
月
か
ら
認
定
と
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
支
給
額

▼
０
〜
３
歳
未
満
一
万
円（
一
律
）

※
３
歳
到
達
月
ま
で

▼
３
歳
以
上

　

第
１
・
２
子　

五
千
円

　

第
３
子
以
降　

一
万
円

■
持
参
す
る
も
の

▼
全
員
に
共
通
し
て
必
要

・
印
鑑
･
申
請
者
名
義
の
金
融
機

関
及
び
口
座
番
号
（
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
を
除
く
）・
基
礎
年
金
番
号
・
認

定
請
求
書

▼
場
合
に
応
じ
て
必
要

・
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

（
申
請
月
に
よ
っ
て
必
要
な
年

度
が
違
い
ま
す
）

・
健
康
保
険
証

（
申
請
者
が
会
社
員

な
ど
の
場
合
）

・
そ
の
他（
必
要

に
応
じ
て
説
明
）

■
申
請
場
所

　

市
役
所
市
民
保
険
課
・
各
支
所

■
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
市
民
保
険
課

　

ひ
と
り
親
家
庭
や
両
親
の
い

な
い
児
童
に
対
し
、
保
険
診
療
分

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

　

現
在
受
給
中
の
方
は
６
月
が

更
新
月
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
５

月
中
旬
に
更
新
の
お
知
ら
せ
を

送
付
い
た
し
ま
す
。

■
対
象
者

▼
18
歳
ま
で
の
子
ど
も
を
持
つ

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
な
ど

▼
18
歳
に
到
達
し
た
日
以
後
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
ど
も

■
条
件

▼
世
帯
全
員
の
所
得
税
が
非
課

税
ま
た
は
、所
得
額
の
合
計
が
二

百
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

▼
印
鑑

▼
世
帯
全
員
の
健
康
保
険
証

■
申
請
場
所

　

市
役
所
市
民
保
険
課
・
各
支
所

■
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
市
民
保
険
課

　

「
成
年
後
見
制
度
」は
、認
知
症
・

精
神
障
害
・
知
的
障
害
な
ど
で
判

断
能
力
が
不
十
分
な
人
が
、
財
産

管
理
や
日
常
生
活
で
の
契
約
な
ど
、

不
利
益
や
悪
質
商
法
の
被
害
者

に
な
る
こ
と
を
防
ぎ
、
権
利
と
財

産
を
守
り
支
援
す
る
制
度
で
す
。

◆
「
家
族
が
認
知
症
で
金
融
機
関

に
預
け
て
い
る
預
貯
金
の
管
理

に
困
っ
て
い
る
」

◆
「
一
人
で
の
お
金
の
管
理
や
契

約
に
自
信
が
な
い
」

◆
「
制
度
の
相
談
を
ど
こ
に
す
れ

ば
い
い
か
わ
か
ら
な
い
」

　

毎
日
の
生
活
の
中
で
こ
の
よ

う
な
不
安
や
悩
み
を
抱
え
て
い

る
人
は
、
司
法
書
士
に
よ
る
「
成

年
後
見
」の
相
談
窓
口
ま
で
。

■
相
談
窓
口

▼
相
談
日
・
偶
数
月
の
第
３
木
曜
日

▼
時
間
・
13
時
30
分
〜
15
時
30
分

（
予
約
制
・
一
人
30
分
）

▼
場
所
・
高
齢
者
介
護
課
相
談
室

▼
対
象
者
・
香
南
市
在
住
の
方

及
び
そ
の
家
族
ほ
か

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

 

市
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
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ご希望コースを選んで、お申込みください。ミニクッキング付！
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